
対象：筑紫地区の医療機関に入院する筑紫地区の要支援・要介護認定者（すべての入院）

日 常

入院時

入院中

退院時

担当ケアマネジャー

準備
① 契約(更新)時に自分の名刺等と医療保険証、介護保険証、
あればお薬手帳 を セットにする説明をして了承を得る*
②モニタリングの時に、セットと提示について声掛けをする利用者・家族

入院窓口（Ns・MSW・事務等）入3－2 入院報告
介護保険サービス事業所等

中1 経過や状態等の情報提供、退院後の
サービス等についての相談対応や助言

医師 病棟看護師

中2 各種制度や施設情報等の
情報提供

連携室(Ns,MSW)

情 報 交 換

中3 スケジュールの共有

退3 転院後の連携については、本人・家族、
ケアマネと話し合って決め入院中の医
療機関が転院先へ伝える

退1退院時情報提供
※医療・介護共有シート
※退院前カンファの開催

転院時

退2退院報告
介護保険サービス事業所等

転院先医療機関

入4 入院時情報交換 ※医療・介護共有シート

受付等患者・家族

保険証セットを提示する

入3－1 入院窓口を確認して
訪問日を調整する

入院窓口

※医療・介護共有シート等関連資料は筑紫医師会ホームページよりダウンロードできます

筑紫地区(仮)入退院時の情報共有の仕組み 医療・介護関係者用

*居宅介護支援の提供開始にあたり利用者に対して入院時
に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提
供するよう依頼することは義務付けられています

*ご家族や事業所からCMへ入院連絡が入った場合は早く連携を開始するためケアマネから入院窓口へ連絡を入れる

入1 ケアマネの名刺等(保険証セット)を確認する
入2 担当ケアマネに入院したことを知らせる

在宅医療・介護連携支援センター
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